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森 の 里 住 宅 地 建 築 協 定 書

(目   的 )

加 /条 ,こ の協定 は住 宅地 と しての映境 を高度 に維 J寺 、イ4止 す る

こ とを 目的 と し、第
`条

に定 め る区城 内におヽ作する建 築物 の敷

地 、位 艦、用 途、形態 、意 匠又は 、建 築設備 に関す る班ζ準 を

l,)定 す る。

(名  称 )

猪毘条  この肋定は森の里住宅地建築協定 (以 下「 協定」 とい う )

と称す る。

(協定 の 締 結 )

籍 ぎ条  この 助定 は 第
`条

に定 め る区域 内 の土 地 の所 恥 |イi考並 び

に文L架 物 の ,,F有 を 目的 とす る地上 権 者 及 び賃 付 ‖ギE者 (り、下

「 中に利若」 という )全 貝の合意により締結する。

(脇 定 の変 更 )

第 字条  この 肋定 にか か る協 定 区 城 、建 築物 に関 す る老ξ斗 有 効 朋
°

|‖〕及 び 肋定逮反が あつた場合 の措笹等 を変更 しようとす る場

合糀 利 者全 ,(の 合意 を もつてそ の 旨を定 め、 これ を数 ),戊 県知

JIに F‖ i背 しそ の認可 を受け なければ な らない。

(y),定 の廃止 )

用 す条  この yJ,州 lを 廃止 しよ うとす る場合 は 1准 利者 の過 半数 の合

意 を もって 、その 旨を定 め これ を茨城 県知 事に 申諦 しそ の認

可を受けなけ
°
ればならない。

(脇 定区城 )

第
`条

 この肋う性の区ナ,文 は別紙「 建築協定区域図」のとかりとす

る∩

(姻と,～ 4勿 の竹1限 )

第 ク鎌  前条 に定め る区城 内の建 築物 の位 世、用 途、形態、意
「
圧

及 び、焚L集 設引tは 次の各号 に定 める去と準 に よらなけれ l「よな ら

ない。

(/).建 築物の建築面癬iの 敷ナゥ面積に対す、る制合はすθ%以下

とする (建 べい率 )但 し、サービスセングー地区′はるθ均

以下 とし当該地区の掟L築 4勿 の外堆及研裏に付いては,建 築ツIt

準法に定める当と防火地蚊に準ずるイイt造 とする。

121 建築物の高さは /θ メー トル以
″
Fと し建芽ζl勿 の各部分の

高さは当該者1分 から飩 而迪路の反対俣Iの 境界激火は憐地境

界線までの真北方向の水平距封との /2す 倍にすメー トルを

加えたもの以下 とする。    (

(も, 前項の建築物の高さはこの協定の締結時にかける宅地の

ナ也性面からとする。      '

lη  外壁またはこれに代 る柱の面から隣地境界線までの距雑

は /メ ートル以上とする。傷 境分厚倉募膠tヽ )

閉  建築物は建 築基準法第 字′条 2寡 咋定 め る第二種住 居守

用地域 内に建 築す る司Iが で きる建 築物 とす る。但 し、サー

ビス セングー地区以外 の地区 に於 け る建 築物 は第二種住居

.専 用 地域内に建 築で きる処 ダt4勿 で あつて も住駅、境 を害す る

ヽヽそれの ある大型店 創I、 倉鳳こ、工場 、危険 4勿 貯蔵川:等 を及L

築す る場合は本 協定刻 /ぎ 条 に定 め る萎 員会の同意 を得 て

か ら、都市計画法用 72条 の許 可を受け なければ な らない。

間  汚水処理 は水洗式 と し宅地 内の汚水柳|に 接続 し汚水処刺!

施 設に放流す る。 R]水 は 雨水桝 に接続 の上蒻I水 し絶体 に汚

水桝 に接続 しては な らない。
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(ク )

tダl

(7)

(/θ )

(//)

商店 街は主 として第 認工区内のサー ビス セ ングー地区 に

集 中 して建 築す るもの と し、1住 民の生活 に必要 な4勿 品の版

売を主 とし処架の型式については特に制限を しないか、住

駅境、安全、術生に特に留意する。

塀は鉄赤)千、生垣等の開放性のあるもの とし万一石積プロ

ックで柑簗する場合は、地盤面からの高さを /メ ー トル以

下 とし、できる限り「 ツタ」等を這わせること。

映境の〕ヒ観を損なわぬ ように外壁及び屋根等の色はで査

る限 り落χ,い た色調を使用すること。

敷地の地盤面については高さの変更を してはならない。

敷地内の空地等は映境に応 じた植樹又は張芝等を行なう

など緑化及びその維持につとめなければならない○

(建 築物 の借主 の地位 )

第/0条  第 ク条 に規定 され る建 築物 に関す る 2_健 準が建 築物の借主

の 1在 限 にかか る場合 におヽいては当該借主は権利者 とみ なす。

(違 反者の措 置 )           と

第//条  第 ク条 の規定 に違反 した者が あった場合第 /J条 に定め

る委 員長は委員会 の決定 に基づ き当該棟利者 に対 して工事施

工 停止 を討求 し、かつ文書 を もって相 当の勉 予期 f飼 をつ″ナて

当該行為 を是正す る為の必要 な措置 を とる ことを請求す るヨI

が で きる もの とす る。

認,前 項 の請求が あった場合 におヽいては当該権利 者は これ に

従 わ な″ナれば な らない。     ´

(裁 判 所 へ の 出訴 )         '

第/認 条  前条 弟 /項 に規 定 す る請求 が あ った場 合 に おヽい て 当該 1龍

利 者 が そ の 請求 に従 わ ない時 は委 員、長 は そ の強 制 履行 、 kは

当該 権 利 者 の 費用 を もって 第三 者 に これ を な さ じめ る ヨ子を裁

判 所 に請 求 す る もの とす る。

認.前 項 の 出訴手 続 等 に要 す る費用 は 当該 権 利 者 の負 担 とす

る。

(委 員会 )

第たP条  この協定の運営 に関 す る」I項 を処理す るため委 員会 を設

避 す る。

認.委 員会「
よ次の役 員 で構成 す る。

/ 名

/ 名

若干 名

/ 名

(有 効期 間 )

第 ′条  この l′

′
JJ定 のイJ効 期 間は知事の認 可公告 の あった 日か ら

./θ 年 とす る。

但 し、有 効 lttl間 中に犯 した違反者の措置 に関 しては 、朋 問満

了後 も肖効 力を有 す る もの とす る。

立.期 間 訂t了 前に協定者 の過半数の 申出が ない場 合 当該期間

hh了 の翌 日上う起 算 して更 に /θ 年間協定 され る もの とし以

後 この例 に よる。

(14利・ 油 務 の 用X承 )

第 7条  この 協 定 は 知 J手 の 認 可 公 告 の あ った 日以 後 に か い て この

協定区域内の1れ イ」者となるに至った者に対 してもその効力が

ヽヽ主ぶものとする。 長

長

員

計

口貝

顕

萎

則

委

会



u 委八は 1/i,テ 定者め互選 とするも            ,
宝 委負長″よ奈員の互速 とし、協定運営のための事務 を総剛!

じ協定若を代表する。

す 付け委 八母及び会計は委員の中か ら委員長か委囲す る。

ど・ 劇奢八長は委員長が夢故 あるときこれ を代理する。

夕 会 ,「 は委員会の経理 rC関 する業務を処理する。

(姿 良の任期 )

第/予篠  姿スの任期は 認年 とす る。但:し 布

'欠

の委 員の任 l明 は前任
者の殻存捌‖‖とす る。

2 委 負は祁J任 され ることができる。

(4il,  則 )

第/す条 この脇定に規定するものの他委員会の組織埋智議決の方
法幹について必要濃事項は別に定める。

附   則

/ この り定は角1彗Iの 認 可公告 の あった 日:か ら効 力 を発す る。ィ

2. この協定禅はこれを
'部

作成しィ部を知事に提出し/都 l`主 肋
定。若が保管する。        i

|
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